
札幌市議会第２回定例会が５月17日開会し、秋元克
広市長は、61億900万円を追加する本年度一般会計補
正予算案や市児童会館条例の一部を改正する条例案
など議案22件を提出した。このうち、同日の本会議で、
任期満了に伴い退任する檜田英樹教育長の後任に山
根直樹総務局長を充てる人事案件に同意した。
補正予算案では、定額減税を巡り、減税しきれない

と見込まれる人への補足給付金に58億200万円を
計上。また、除排雪業務の労務単価上昇に伴う経費
に２億４千万円、大規模国際会議や展示会に対応した
「MICE（マイス）施設」の建設に向けた現状分析や規
模などの概要検討に1,900万円を盛り込んだ。補正後
の一般会計総額は１兆2,956億1,900万円。
児童会館条例の一部改正案は、新たな児童会館を
義務教育学校定山渓学園に併設するもの。札幌市教委
は、定山渓地区の小学校と中学校を再編し、定山渓中

学校の敷地に義務教育学校として新校舎を整備する計
画を進めており、25年４月の開校を予定。児童会館と
の複合化を図る。
第２回定例会の会期は６月４日までの19日間。民主

市民連合の代表質問は今月27日、おんむら健太郎市議
（清田区）が登壇する予定。

立憲民主党北海道（逢坂誠二代表）は５月14日、北
海道新幹線の新函館北斗―札幌間を建設している鉄
道建設・運輸施設整備支援機構が2030年度末の開業
が遅れると表明したことを受けて、同機構と国土交通
省に対し、「北海道新幹線札幌延伸に関する緊急要請」

を行った。
要請では、「開業遅れの影響は広範かつ甚大」と指

摘。①新たな開業時期を先送りすることなく、できるだ
け早く示すこと②地域社会や北海道経済への影響を最
小限にとどめるよう配慮すること③現場の安全と環境

への配慮をしつつ、一日も早い工事の完成
を目指すこと④工事進捗や開業時期などに
ついて、関係自治体やJR北海道などへ丁寧
な説明を行うこと⑤2030年度末の札幌延
伸に合わせて経営自立を目指してきたJR北
海道に対して、支援の継続・充実と柔軟な監
督・対応を行うことを求めた。
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衆院本会議で５月７日、「地方自治法の一部を改正す
る法律案」に対する代表質問が行われ、おおつき紅葉
議員（道４区、比例北海道）が登壇。「国民の安全に重
大な影響を及ぼす事態」に関する特例規定を新たに設
けた指示権限の導入について、改正案の元となった答
申自体が、「日本国憲法の基本理念を十分に具現する
ように現行地方制度に全般的な検討を加える」という
地方制度調査会の目的に反しているのではないかとた
だした。
加えて、個別法が想定していない事態に対し、地方自
治法の中に包括的な指示権を設けることについて、「包
括的指揮監督権の復活を彷彿させ、まるで国に全面授
権する、いわば『地方版緊急事態条項』のようだ」と主
張。その上で、「対等・協力」となった地方分権の流れを
逆回転させ、国と自治体間の関係を「上下・主従」に戻
すことにつながると危惧すると述べ、松本剛明総務大
臣に見解を求めた。
松本大臣は、地方制度調査会の目的と今回の答申に

ついて、「第33地方制度調査会においても、同調査会の
目的に沿い調査審議してもらった」「これまでの地方分
権の成果を尊重した上で国民の生命を守っていくため
に求められる地方制度という重要なテーマの答えを示
してもらったものと受け止めている」と答弁。包括的指
揮監督権等については、「本法案は地方自治法に基づく
関与として設けられるもので、包括的な指揮監督権の
復活や地方分権の後退等の指摘は当たらない」と否定
した。

立法事実と具体的な事例

次に、おおつき議員は、４年に及ぶコロナ禍が、日本
の国・自治体の行政に大きな課題を投げかけたことに
言及。突然の一斉休校など、非常時の国の見解・判断
が常に適切とは限らないと指摘した。
その上で、本改正案での立法事実や具体的な事例の
確認として、「災害時は現場の自治体でさえ状況把握
が困難であるのに、国が正しいとの前提で指示に従う
ことを義務付けることが合理的と言えるのか」「既存の
法律で対処できないケースとは具体的に何を示すのか」
「『大規模な災害感染症のまん延など』の『など』に『武
力攻撃事態等及び存立危機事態』は含まれているのか」
と質問した。

国の判断の適切さについて、松本大臣は「国と地方
の間で十分な情報共有コミュニケーションを図ること
は事態への対応を実効的なものとする前提」「答申で
は、あらかじめ自治体に対し意見提出を求めるなど適
切な措置を講ずるよう努めなければならないとされて
いる」と説明した。
具体的なケースに関しては「本改正は今後、想定がで

きない事態が生じた場合に備えるもので、個別法では
想定されていないが国の責任で対応する必要性が今後
も生じうるとしたもの」「特定の事態の類型に限定する
ことなく大規模な災害感染症のまん延その他その及ぼ
す被害の程度において、これらに類する国民の安全に
重大な影響を及ぼす事態における特例を設けることと
している」。武力攻撃事態等や存立危機事態への対応
については、「法律で必要な規定が設けられており、本
改正案に基づく関与を行使することが想定されていな
い」と述べた。

政権交代目指す

最後に、おおつき議員は、４月28日に行われた衆院
補欠選挙で、立憲民主党が３選挙区とも勝利したこと
について、自民党の裏金問題における「政治不信の表
れに他ならない」と指摘した。
続けて、立憲民主党が衆院で３議席増えたことによ

り、政治倫理審査会で裏金議員に対し、申し立てを行う
ことができる数が満たされたとして、「真相解明のため、
野党として申し立ての権限を行使する」と宣言。「野党
第１党として本気の政権交代を目指して挑んでいく」と
表明した。
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